
● 労働保険のお知らせ ●

6月1日 ㈪ ～7月10日 ㈮です。

令和 ８年度・労働保険（労災保険・雇用保険）の
確定・概算申告と保険料等の納付はお早めに。

お問い合わせは、
神奈川労働局  総務部  労働保険徴収課

電話  045-650-2803

申 告・納 付 期 間 は

詳しい内容はこちらから
労働保険の申請は便利な電子申請で！

 ↓　↓　↓　↓　↓
労働保険の電子申請

Ⅰ 一般正味財産増減の部
　1．経常増減の部
　  ⑴ 経常収益
       ① 基本財産運用収入
       ② 特定預金運用収入
       ③ 会費収入
       ④ 事業収入
       ⑤ 寄付金収入
       ⑥ 協力金収入
       ⑦ 雑収入
　  経　 常　 収　 益　 計
　  ⑵ 経常費用
       ① 事業費支出
       ② 管理費支出
　  経　 常　 費　 用　 計
　  当 期 経 常 増 減 額
　2．経常外増減の部
　  ⑴ 経常外収益
       ① 固定資産売却収益
　  経 常 外 収 益 計
　  ⑵ 経常外費用
       ① 固定資産除却損
       ② 過年度退職費用
　  経 常 外 費 用 計
　当 期 経 常 外 増 減 額
　税引前当期一般財産増減額
　当期一般正味財産増減額
　一般正味財産期首残高
　一般正味財産期末残高
　正 味 財 産 期 末 残 高

科　　　　目 令和６年度決算額 令和７年度決算額

100
110

68,664,800
9,930,314

61,654
2,943,000

585,276
82,185,254

46,060,545
19,544,945
65,605,490
16,579,764

1

1
△ 1

16,579,763
16,579,763

272,893,596
289,473,359
289,473,359

11,250
6,938

65,369,600
13,612,555

61,653
2,198,000

621,799
81,881,795

43,479,224
20,465,188
63,944,412
17,937,383

1

1
　△ 1

17,937,382
17,937,382

289,473,359
307,410,741
307,410,741

(単位:円)【第29期】　  自 令和７年４月１日　至 令和８年３月３１日

令和７年度正味財産増減計算書

Ⅰ 事業活動収支の部
　1．事業活動収入
　　 基本財産運用収入
　　 特定預金運用収入
　　 会費収入
　　 事業収入
　　 寄付金収入
　　 協力金収入
　　 雑収入
　事 業 活 動 収 入 計
　2．事業活動支出
　　 事業費支出
　　 管理費支出
　事 業 活 動 支 出 計
　事 業 活 動 収 支 差 額

Ⅱ 投資活動収支の部
　1．投資活動収入
　　 固定資産売却収入
　　 特定預金取崩収入
　投 資 活 動 収 入 計
　2．投資活動支出
　　 固定資産取得支出
　　 特定預金支出
　投 資 活 動 支 出 計
　投 資 活 動 収 支 差 額

Ⅲ 予備費支出
　　 予備費
　収   支   差   額
　前 期 繰 越 収 支 差 額
　次 期 繰 越 収 支 差 額

科　　　　目 令和８年度予算額 令和７年度予算額

10,000
5,000

60,580,000
14,550,000

50,000
1,000,000

650,000
76,845,000

49,905,000
22,375,000
72,280,000
4,565,000

1,431,823
1,431,823

△ 1,431,823

2,500,000
633,177

202,772,960
203,406,137

100
100

65,380,000
15,830,000

50,000
1,200,000

320,000
82,780,200

53,948,000
21,598,000
75,546,000
7,234,200

1,548,889
1,548,889

△ 1,548,889

3,000,000
2,685,311

184,760,980
187,446,291

(単位:円)【第30期】　  自 令和８年４月１日　至 令和９年３月３１日

令和８年度収支予算書

源泉税個別指導会のお知らせ

【開催期間】 7月10日㈮まで（土日を除く）　

【開催場所】 一般社団法人  横浜南青色申告会館
【受付時間】 午前9時  ～11時   午後1時 ～3 時30分
【持参書類】 令和８年分所得税源泉徴収簿及び令和
　　　　　 ８年分給与所得者の扶養控除等（異動）
　　　　　 申告書（記入の上お持ちください。）・納付書・
　　　　　 令和７年分所得税源泉徴収簿

　専従者給与や給料賃金の支払いがある事業主の方で、
納期の特例の適用を受けている方は、１月～６月までの源
泉徴収分を７月10日までに納付することになっています。な
お、税額がゼロの場合も税務署へ納付書の提出が必要と
なります。
　当会では、これらのお手続きをサポートするため下記日程
で個別指導会を開催いたします。対象となる方は予約不要
ですので、直接会場へお越しください。

Ⅰ 資 産 の 部  
  1 流 動 資 産
　　　 流 動 資 産 合 計
  2 固 定 資 産     
     基 本 財 産      
     その他の固定資産
　　　 固 定 資 産 合 計
　　　 資 産 合 計
Ⅱ 負 債 の 部  
  1 流 動 負 債
　　　 流 動 負 債 合 計
  2 固 定 負 債
　　　 固 定 負 債 合 計
　　　 負 債 合 計
Ⅲ 正味財産の部
　　　 正 味 財 産
　　　 ( う ち 基 本 金 )
　　　 (うち当期正味財産増加額)
　　　 負債及び正味財産合計

科　　　　　目 金　　　　 額

5,000,000
120,320,631

208,969,714

125,320,631
334,290,345

6,196,754

20,682,850
26,879,604

307,410,741
（5,000,000）

（17,937,382）
334,290,345

(単位:円)令和８年３月３１日現在

貸 借 対 照 表

その他の審議事項につきましては、当会ホームページ「情報公開」をご覧ください。

記帳（入力）指導会開催中 予約不要

ぜ ひ 知 っ て お い て い た だ き た い こ と
① １０月以降及び決算期（１月から３月）においては、記帳（入力）指導を
行うことができません。不明な点は期間内にご確認ください。特に今
年の決算期に何度もご来所された方は、早めにお越しください。

② 複式簿記（手書帳簿・会計ソフト）により記帳されている場合で、決
算期までに帳簿が完成していないときは、青色申告特別控除（最高
65万円）の適用を受けることができません。

③ 前回決算において修正の指摘を受けた方は、適正な処理方法を事前
に確認し、以後の記帳（入力）が円滑に行えるようご対応ください。同
じ修正を繰り返さないためにも、ぜひ本指導会をご活用ください。

④ ブルーリターンAをご利用の方で、残高がマイナスとなっている科目
がある場合は、本指導会をご利用ください。

⑤ 9月は大変混雑が予想されます。比較的余裕のある7・８月中のご
利用をお願いいたします。

⑥ 期間中は複数回のご利用が可能ですが、1日につき1回までとさせ
ていただきます。

下記の期間まで、記帳（入力）指導会を開催しております。
記帳に関するご不明な点は、ぜひこの機会に解消してください。
１０月以降は記帳指導を行いません。今が来所のチャンスです。

9月30日㈬まで 開催期間
(土日祝日・事務局休業日を除く)

お一人45分程度指導時間

午前9時～午前11時　午後1時～午後3時30分受付時間
※正午～午後1時の間は入館できません。
※来所者多数の場合、受付を途中で締切る場合がございます。
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３
年
前
に
個
人
事
業
主
と
し
て
働

く
事
に
な
り
、
翌
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の
確
定
申
告
で

は
白
色
申
告
で
提
出
し
ま
し
た
。

　
友
人
か
ら「
青
色
の
方
が
メ
リ
ッ

ト
あ
る
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れ
、
青
色
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務
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転
職
後

も
正
社
員
で
働
く
こ
と
が
多
く
、
確

定
申
告
と
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だ
と
思
っ
て
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ま

し
た
。
初
め
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の
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告
で
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備
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め
ま
し
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ま
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き
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大
変
好
評
で
、
会
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の
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め
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意
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と

な
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ま
し
た
。
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し
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だ
さ

り
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わ
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簿
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ラ
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マ
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は
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よ

う
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ャ
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よ
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と
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え
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ま
し
た
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よ
い
機

会
を
い
た
だ
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感
謝
し
て
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ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

金
沢
支
部
　磯
村
葉
子

所得税の「予定納税」をご確認ください

横浜市からのお知らせ

個人住民税の特別徴収に関するご案内

納期が過ぎた普通徴収を特別徴収にすることはできません。普通徴
収の納期限前に「特別徴収への切替依頼書」が横浜市特別徴収セン
ターに届くようにご提出ください。なお、口座引落しによる納付方
法を選択しておられた場合、納期前であっても口座の停止ができな
い場合もありますので早めにご提出ください。

A

普通徴収から特別徴収に変更する際、既に納期が過ぎた
普通徴収分も併せて特別徴収にしてもらうことはできますか？

Q 【提出先】横浜市特別徴収センター
　　　　　　　　  　（総務局法人課税課）
〒231-8314
横浜市中区山下町2番地  
産業貿易センタービル 5階

電話：045-671-4471
受付時間：８時45分～17時15分 

その他よくある
質問はこちら

会計ソフト「ブルーリターンA」の本年度の販売は、
8月31日（月）をもちまして終了いたします。

購入をご希望の方は、お早めに
お求めくださいますようお願い申し上げます。

所得税の予定納税とは、前年分の申告納税額が一定以上
の人を対象に、年２回に分けて税金の一部をあらかじめ
納付する制度です。

前年分の申告納税額（予定納税基準額※）が 15 万円
以上の方。
※譲渡所得や一時所得などを除いて計算した金額。
　対象者には、6月中旬に税務署から通知が届きます。

廃業や業況不振などにより、今年の所得が前年より少
なくなると見込まれる場合は、申請により納税額を減
らすことができます。

1. 対象となる方

予定納税基準額の 3 分の 1 ずつを、以下の期間内に納
付します。

2. 納付時期と金額

3.  「減額申請」について

【第 1 期】 ７月１日 ～ 7月31日

第 1 期の申請期限 ７月15日水まで

11月１日 ～ 11月30日【第 2 期】

ご不明な点は、事務局（TEL：713－3111）まで
お気軽にご連絡ください。お問い合わせ

青色申告会の会計ソフト
の販売について
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